
 

 

令和２年４月２８日 

日野市教育委員会 

 

令和２年５月７日（木曜日）以降の小中学校の対応について 

 

〇日野市立小中学校は令和２年５月６日（水曜日）まで臨時休校となっておりますが、

５月７日（木曜日）以降の対応については、国の緊急事態宣言の動向や東京都の要請

内容を踏まえる必要があります。 

〇しかし、現時点では国が緊急事態宣言の期間を延長するかどうかを判断する時期が未

確定であり、５月７日（木曜日）は大型連休の翌日となるため、学校の対応について

事前に保護者の皆様に十分な周知を行うことが難しい状況です。 

〇このため、大型連休を迎えるにあたり、現時点（令和２年４月２８日（火曜日））での

対応について、保護者の皆様へお知らせいたします。 

 

５月 7日（木曜日）・５月８日（金曜日）は小中学校全校を休校します        

〇引き続き、感染症拡大防止のため、ご家庭での対応をお願いします。 

〇保護者の仕事や疾病等、やむを得ない事情により家庭で過ごすことが困難な生徒につ

きましては学校にご相談ください。 

 

５月１１日（月曜日）以降の対応について                     

〇今後、国の緊急事態宣言の動向や東京都の要請内容を踏まえ、対応が決まりましたら、

改めてお知らせします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 


